
1 

 

世界農業遺産活用地域取組事業補助金実施要項 

（事業の目的） 

第１条 世界農業遺産を活用した取組みを活性化するため、地域が行う事業に

ついて補助を行う。 

 

（対象地域） 

第２条 この要項に基づき交付する補助金（以下「補助金」という。）の対象と

なる取組みは、阿蘇世界農業遺産認定地域である阿蘇市、小国町、南小国町、

産山村、高森町、南阿蘇村、西原村（以下「認定地域」という。）において行

われるものに限る。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、別表に掲げるテーマに寄与する取組みとする。 

なお、事業の主要な部分を他に委託する事業でないこと。ただし、高度な専

門性が必要などの合理的な理由がある場合はこの限りでない。 

２ 本事業で作製した成果物（商品、看板、小冊子など）には、原則として「阿

蘇地域世界農業遺産ロゴマーク」を掲載する。ロゴマークの利用申請について

は、別途「阿蘇地域世界農業遺産ロゴマークの利用に関する規程」に従う。 

 

（事業実施者） 

第４条 補助対象事業の実施者（以下「事業実施者」という。）は、任意の活動

組織、ＮＰＯ法人、各種団体、市町村等とする。 

２ 前項の事業実施者は、次の条件をすべて満たすものとする。 

（１）認定地域内に事務所等を有し、認定地域内で活動していること。 

（２）補助対象事業を遂行できる組織体制を有していること。 

（３）宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。 

（４）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを

目的とした団体でないこと。 

（５）暴力団又は暴力団の統制下にある団体ではないこと。 

（６）各種団体等の「等」には個人も含まれる。 

３ 原則として、同一事業実施者による、同一資源に係る支援活動に対する補助

回数限度は、令和元年度以降から通算して５回までとする。なお、募集に対す

る申請数もしくは申請額が上限に満たなかった場合はこの限りではない。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費とする。 

２ 補助対象外経費は、次のとおりとする。 

（１）事業実施者である団体等の組織や施設の維持管理に要する経費 
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（２）酒類等の飲食に要する経費（茶類等は除く。） 

（３）出資、出損、貸付に要する経費 

（４）土地の取得、賃借、補償に要する経費 

（５）施設整備及び１件３万円以上の機械等購入に要する経費（特別な事情によ

り合理的な理由がある場合を除く。） 

（６）共同作業の従事者に対する日当等の金銭的給付を行う場合、１人１日当た

り２千円を超えるもの。 

（７）その他阿蘇地域世界農業遺産推進協会長（以下「協会長」という。）が不

適当と認める経費 

３ 補助対象期間は、別表の補助対象期間の欄に掲げるとおりとする。 

 

（補助率及び補助金額） 

第６条 補助率及び補助金額は別表に掲げる金額を上限とした所要額を交付す

る。 

 

（交付申請） 

第７条 事業実施者が、補助金等の交付を受けて補助事業等を実施しようとす

るときは、補助金交付申請書（別記第１号様式）、事業計画書（別記第２号様

式）及び収支予算書（別記第３号様式）を作成し、市町村長に提出する。 

２ 事業実施者は、前項の申請を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに関

する消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当

する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係

る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をい

う。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額し

て交付申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除

税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

３ 市町村長は、提出された補助金交付申請書に、実施主体や取組内容の適否を

記載した意見書（別記第４号様式）を添えて、協会長に提出しなければならな

い。 

 

（決定の通知） 

第８条 協会長は、前条により提出された内容を審査し適当と認めたときは、事

業実施者に対し補助金交付決定通知（別記第５号様式）または審査結果通知

（別記第６号様式）により通知する。 

２ 協会長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たっては、前条第３項の

規定により補助金に係る仕入れに関する消費税等相当額について減額して交

付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは当該補
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助金に係る仕入れに関する消費税等相当額を減額するものとする。 

３ 協会長は、前条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについて

は、補助金に係る仕入れに関する消費税等相当額については、補助金の額の 

確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うもの

とする。 

 

（変更申請） 

第９条 事業実施者は、補助対象事業の内容等について次の各号に掲げる変更

事由を生じたときは、補助金変更交付申請書（別記第７号様式）、事業変更計

画書（別記第８号様式）及び収支予算書（別記第３号様式）を作成し、市町村

長に提出する。 

（１）補助対象事業の主要部分（事業内容、事業実施個所）の変更 

（２）事業費の３割を超える増減 

（３）その他協会長が必要と認める事項 

２ 市町村長は、提出された変更事業計画書、変更交付申請書に、実施主体や取

組内容の適否を記載した意見書（別記第４号様式）を添えて、協会長に提出し

なければならない。 

３ 協会長は、前項の規定により提出された内容を審査し適正と認めたときは、

事業実施者に対し補助金変更交付決定通知（別記第９号様式）を行う。 

 

（実績報告） 

第１０条 補助対象事業が完了した場合、事業実施者は、補助事業実績報告書

（別記第１０号様式）、事業実績書（別記第１１号様式）及び収支決算書（第

３号様式）を作成し、市町村長に提出する。 

２ 事業実績書には、次の書類を添付するものとする。 

（１）事業の実施状況が確認できる写真 

（２）領収書等支出を証する書面の写し 

（３）その他必要に応じて協会長が求める書類 

３ 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から１か月を経過し

た日又は補助金の交付決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い日と.

する。 

４ 前項の場合において、災害その他補助事業者等の責めに帰することができ

ない事由により前項に定める日までに実績報告を行うことができないときは、

前項の提出期限は、当該実績報告を行うことができることとなった日まで延

長することができるものとする。 

５ 第１項の実績報告を行うに当たって、補助金等に係る仕入れに関する消費

税等相当額が明らかな場合には、当該補助金等に係る仕入れに関する消費税

等相当額を減額して報告しなければならない。 
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６ 市町村長は、第１項の書類をとりまとめ協会長に提出する。 

 

（補助金の額の確定） 

第１１条 協会長は、前条により提出された内容を審査し適当と認めたときは、 

補助金の額の確定を行うとともに、補助金交付確定通知（別記第１２号様式）

を行う。 

２ 事業成果の試作品販売収入等が生じた場合には、収入の状況を報告するこ

ととし、収入を得たと認められるときは、その収入分を補助金交付決定額から

減額するものとする。 

 

（補助金等の請求等） 

第１２条 事業実施者は、補助金の請求をしようとするときは、別記第１３号様

式により請求書を協会長に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付を概算払いにより受けようとするときは、前項の規定にかか

わらず、補助金等概算払請求書（別記第１４号様式）によるものとする。ただ

し、支払回数は精算払いも含めて原則２回以内とする。 

 

（仕入れに関する消費税等相当額の確定に伴う補助金等の返還） 

第１３条 事業実施者は、補助事業等完了後に消費税の申告により補助金等に

係る仕入れに関する消費税等相当額が確定した場合には、別記第１５号様式

により速やかに協会長に報告しなければならない。 

２ 協会長は、前項の報告があった場合には、当該補助金等に係る仕入れに関す

る消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（事業募集） 

第１４条 当該事業の募集期間は別に定める。なお、執行状況等により、追加募

集を行う場合もある。 

 

（情報公開） 

第１５条 本事業による補助を受けて実施する取組については、公開とする。 

 

（雑則） 

第１６条 事業の実施等について、疑義が生じた場合は、関係各位で協議のうえ

決定する。 

 

 附 則 

この要項は、令和元年５月８日から施行する。 
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 附 則 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要項は、令和３年６月４日から施行する。 

 

附 則 

この要項は、令和４年６月８日から施行する。 

 

附 則 

この要項は、令和５年６月２８日から施行する。 



 

 

 

（別表） 

テーマ 項目 
補助対象期

間 

補助対象となる 

活動内容 
補助対象活動の例 

事業実施

者 
補助率 上限額 

世界農業

遺産 

活用地域

取組 

地域活動 

支援 

4月 1日から 

3 月 31 日ま

で 

次の各号のすべてに該当する事業とする。 

（１） 世界農業遺産を活用した取組みである

こと。 

（２） 原則として国又は県から他の補助金等

を受けない事業であること。 

周知啓発ＰＲイベ

ント等の実施や 

特産品の開発・販

売促進等 

市町村、

地域の任

意団体、

ＮＰＯ法

人、各種

団体等 

定額 
200千

円 

ビジネス化 

4月 1日から 

3 月 31 日ま

で 

農林業に関したビジネス化に向けた活動 

阿蘇の農林水産物

を使用した特産品

開発や 

６次産業化の取り

組み 

任意の活

動組織、

ＮＰＯ法

人、各種

団体、個

人等 

２分の

１以内 

200千

円 

 

６
 


